
発生段階ごとの主要６項目の対策（行動計画各論）の全体イメージ 

○ 「予防接種の実施体制」， 「要援護者対策」 ，「観光旅行者・一時滞在者対策」，「風評被害対策」に関係する具体的な取組（★印の項目）は，主に以下のような
項目が考えられるのではないか。 
○今後の有識者会議では，★印を主要検討項目として，具体的な取組についての検討を進めてはどうか。  
 
※ ただし，行動計画は，その性質上，取組の方向性や指針を示すものであり，具体的な手順等（「いつ」，「誰が」，「どこで」，「どのように」）は，マニュアルで記載すべきことに留意が必要 

未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期 

１ 実施体制 
 ・京都市行動計画の策定 
 ・局・区等業務継続計画の策定 
 ・関係機関との連携による訓練 
                      等 

１ 実施体制 
 ・対策情報室の設置 
 ・本市対策本部の設置（フェーズ４）                      
 
                       

１ 実施体制 
  
・本市対策本部の設置継続                      
 
                                        

１ 実施体制 
  
・本市対策本部の設置継続                      
 ・他の公共団体による代行，応援等 
                       

１ 実施体制 
  
・本市対策本部の廃止                      
 
                       

２ サーベイランス・情報収集 
 ・関係機関との連携による情報収集 
   ・通常のサーベイランス（全体動向・ 
重症化・学校）の実施 
 ・統計処理              等 

２ サーベイランス・情報収集 
 ・通常のサーベイランスの継続，強化 
 ・患者，疑い例の全数把握の開始 
 ・クラスターサーベイランスの実施 
                      等 

２ サーベイランス・情報収集 
 ・通常のサーベイランスの継続，強化 
 ・患者，疑い例の全数把握の実施 
 ・クラスターサーベイランスの強化 
                      等 

２ サーベイランス・情報収集 
 ・通常サーベイランス体制への移行 
 ・患者，疑い例の全数把握の中止 
  
                       

２ サーベイランス・情報収集 
 ・通常サーベイランスの実施 
  
  
                       

３ 情報提供・共有 
 ・継続的な情報提供（「インフルエン   
ザ相談窓口」の設置等） 

 ・発生時の一元的かつ複数媒体による
情報提供体制の構築 
 ・「いつでもコール」対応準備   等 

３ 情報提供・共有 

 ・広報スタッフ設置による戦略的かつ
複数媒体による情報提供 
 ・「いつでもコール」対応開始 
 
                      等 

３ 情報提供・共有 

★学生，障害者等要援護者，外国人，
観光旅行者等の情報弱者対策 
★きめ細かな情報提供体制の構築 
★関係機関，施設との連携による周知 
★市内の患者発生に係る広報   等 

３ 情報提供・共有 

★学生，障害者等要援護者，外国人，
観光旅行者等の情報弱者対策 
★きめ細かな情報提供体制の構築 
★関係機関，施設との連携による周知 
★市内の患者発生に係る広報   等 

３ 情報提供・共有 
・流行第二波に備えた情報提供    
 
 
 
                       

４ 予防・まん延防止 
 ・咳エチケット，マスク等の理解促進 
 ・国による水際対策との連携 
★予防接種実施体制の構築 
★特定接種実施への協力体制の構築                     
                      等 

４ 予防・まん延防止 
 ・濃厚接触者への対応 
 ・国による水際対策との連携強化 
★予防接種実施体制の構築，準備 
★本市職員への特定接種の実施                      
                      等 

４ 予防・まん延防止 
 ・患者及び濃厚接触者への対応 

 ・病院，高齢者施設等への感染予防の
徹底の要請 
★予防接種の実施 

★緊急事態措置に係る府との調整及び
協力体制の構築          等                           

４ 予防・まん延防止 
 ・濃厚接触者に対する対応の中止 

 ・病院，高齢者施設等への感染予防の
徹底の要請継続 
★予防接種の実施 

★緊急事態措置に係る府との調整及び
協力体制の構築          等                           

４ 予防・まん延防止 
★流行第二波に備えた予防接種の実施 
 
 
 
                                                 

５ 医療 
 ・関係医療機関等との連携体制構築 
 ・帰国者・接触者外来等の設置準備 
 ・医療器材等の準備 
 ・ＰＣＲ検査体制の整備      等 

５ 医療 
 ・帰国者・接触者外来等の設置 
 ・ＰＣＲ検査の実施 

 ・２４時間体制による「帰国者・接触者
相談センター」の設置        等 

５ 医療 
 ・帰国者・接触者外来等の継続 
 ・患者の入院措置（原則） 
 ・ＰＣＲ検査の実施又は中止 
                      等 

５ 医療 

 ・帰国者・接触者外来，入院措置，「帰
国者・接触者センター」の中止 
★在宅療養患者の生活支援 

★緊急事態措置に係る府との調整及び
協力体制の構築          等 

５ 医療 
・通常の医療体制への移行                   
 
 
                       

６ 市民生活・市民経済の安定の確保 

 ・中央斎場再整備及び稼働能力の把
握 

★要援護者の状況把握及び発生時の
生活支援策の検討          等 

６ 市民生活・市民経済の安定の確保 
 ・一時遺体安置所設置に係る検討 
   
  
                       

６ 市民生活・市民経済の安定の確保 

★緊急事態措置に係る府との調整及び
協力体制の構築 
   
                       

６ 市民生活・市民経済の安定の確保 
・一時遺体安置所の設置 
★事業者への緊急融資等の実施 
★風評被害対策の取組実施 
★要援護者への生活支援      等 

６ 市民生活・市民経済の安定の確保 
★事業者への緊急融資等の実施 

★風評被害等からの立ち直りの取組の
実施 
                       

※特措法の規定では，市町村対策本部は，国の緊急事態宣言時に設置するものであるが，
本市では，ＷＨＯのフェーズ４宣言時に設置する（政府及び京都府対策本部の設置と同時）。 


